
青い鳥初芝教室非常災害対策計画  

 
作成日 平成２８年１２月１０日 

                                   管理者 氏名 川 尻 良 典   

 

1. 火災、水害・土砂災害、地震等の災害に対する対処 
  火災時の対応 

 ・火災報知機がなった場合、火元を確認の上、消防署へ通報すると共に、すぐに事業

所の外の駐車場へ児童、保護者と共に避難すること。 

     ・火元が事業所である場合、消火担当者が初期消火に努める。 

     ・火元が他階のテナントであるは、上階からの避難経路がひとつの階段しかないた 

め、上階への初期消火には向かわないこと。 

     ・危険がないようであれば、消火活動の邪魔にならないように駐車場の保護者の車を 

移動してもらう。 

 

  水害・土砂災害時の対応 

     ・台風等により水害、土砂災害が発生する可能性が高い場合は、事業所を休所する。 

     ・休所の判断については、各種天気予報により判断する。大雨、洪水、暴風警報が 

      発令された場合は休所するものとし、即座に当日に通所予定の保護者に連絡をとる 

こと。一人で通所してくる児童への連絡の方法を確保しておくこと。 

   

地震発生時の対応 

     ・大きな地震に見舞われた場合、スタッフはまず自分の身の安全を確保しつつ、児童 

の安全の確保をすること。 

     ・揺れが小さくなってきたら、すぐに児童、保護者と共に事業所外の駐車場へ避難す 

ること。 

     ・津波の恐れがある地域ではないので、高所への避難を考える必要はないが、安全を 

確保しつつ、広域避難所（日置荘西小学校）へ避難する。 

 

2.児童福祉施設等の立地条件（地形等）把握 
  当事業所は、堺市が発行しているハザードマップによると土砂災害、内水氾濫、洪水、津波 

等の災害に見舞われる可能性は非常に低い立地条件である。住宅が密集している地域でもない 

ので、延焼による火災についても比較的危険性は低い。唯一隣接している民家の状況には留意 

する必要がある。 

  広域避難所までの距離は徒歩４分であり、幅員は狭いが歩道もあるので、児童を連れての避 

難に困難さは伴わないと思われる。 

 

3.災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等） 

  行政情報  消防  堺市消防局    072-238-0119 

            東消防署     072-286-0119 

        警察  黒山警察署    072-362-1234 

        市   堺市障害者支援課 072-228-7510 

            危機管理課    072-228-7605 

        府   大阪府危機管理室 06-6944-6478 

  交通情報  道路  道路交通情報   050-3369-6666 

        鉄道  ＪＲ西日本    0570-00-2486 

            南海電鉄     072-236-0044 

 



4.災害時の連絡先及び通信手段の確認 
   災害時の連絡 

     本部へ状況の報告              072-286-2260 

     児童のみで通所している場合、保護者へ連絡  原簿で確認 

     災害伝言ダイヤルを利用する         171 

 

 

5.避難を開始する時期、判断基準（「避難準備情報発令」時等） 
  事業所の開所時間に避難準備情報が発令する事態になった場合、即座に避難を行うこと。 

 但し、避難準備情報が発令されるような天候が続いている場合、安全を確保する為にも事業所 

を閉所する決定を必ず事前に行うこと。 

 

6.避難場所（市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース等） 
  避難を要する災害が発生した場合は、事業所内に留まることなく、指定避難場所（日置荘西 

小学校）へ避難すること。日置荘西小学校へのルートが危険な場合は、日置荘小学校へ避難す 

ることとする。また、小学校での避難生活が困難な利用者がいる場合は、法人本部施設「青い 

鳥」に状況確認をした上で青い鳥に避難する。 

 

7.避難経路（避難場所までのルート（複数）、所要時間等） 
  避難経路は別紙とする。 

  日置荘西小学校までの所要時間     徒歩  4 分  350ｍ 

  日置荘小学校までの所要時間      徒歩  8 分  600ｍ（途中 踏切 有） 

  青い鳥までの所要時間         徒歩 16 分  1600ｍ 

  ※所要時間は大人の足で歩いた時間なので、訓練の際にクラス別に時間を確認しておくこ 

と。 

 

8.避難方法（利用児童等の年齢・発達・障害等に応じた避難方法等） 
  就学前児童  保護者と共に避難する。 

  小学生    保護者と共に避難する。 

  中学生     保護者と共に避難する。保護者が不在の場合はスタッフが誘導する。 

  高校生     保護者と共に避難する。保護者が不在の場合はスタッフが誘導する。 

 

9.災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数等） 

  避難を要する災害の場合、管理者が指揮して避難場所の決定と本部への連絡を行う。 

 管理者が不在の場合、現場主任がこれに替わる。 

  避難場所まで避難する必要がある場合、全スタッフが保護者と協力の上、安全に児童の誘 

導を行う。 

 

10.関係機関との連携体制 
  災害対策本部（こころの窓法人本部）072-286-2260 

  怪我人が発生した場合 協力医療機関（ベルランド病院 072-234-2001）へ連絡指示を仰ぐ 

 

  


